
【資料２】

＊①被害の判定に係る科学的知見に関するコメント、②社会的・経済的影響に関するコメント、
   ③その他（心情的理由、手続に係る理由など）

意見の概要 意見に対する考え方
賛成 ① 判断に至った理由も十分に納得できる。加えて

飼育の困難性から考えても指定は当然の事と考
える。なお、今後の判断には対象の凶暴性や飼
育の容易度（体長、重量、必要とする空間、餌の
入手方法、鳴き声、標準的飼育費用、等々）を常
に判断基準に加えて頂きたい（無秩序に放置し
飼育放棄する飼育者は、経済的理由や環境維
持の困難度などから簡単に手放す傾向があるた
め）。また、これらの生物を意図的に多く扱う事業
者への新たな制限、制裁措置も用意して頂きた
い。

シママングースについて、生態系及び農林水産業
への被害を及ぼす恐れがあり、特定外来生物に指
定する必要があると考えています。なお、特定外来
生物の指定にあたっての判断基準に係る御意見
は、今後の参考とさせて頂きます。また、特定外来
生物による生態系等に係る被害の防止に関する法
律に基づく必要な手続き無く、特定外来生物を飼
養等する場合は、同法に基づく罰則規定が適用さ
れます。

シママングース（Mungos mungo ）の特定外来生物への指定に係るパブリックコメントにおいて頂いた意見の概要
と意見に対する考え方


